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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、ALP アイソザイムは、高 ALP 血症、慢性肝炎、肝硬変、

肝嚢胞や急性肝炎等の炎症性疾患がなく、肝機能障害のみでの算定は認め

られない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ALP アイソザイムは、ALP 検査で異常が認められた場合に、由来臓器

を特定するための検査である。よって、高 ALP 血症、慢性肝炎、肝硬変、

肝嚢胞や急性肝炎等の炎症性疾患がなく、肝機能障害のみでの算定は認め

られないと整理した。 

 


